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「第 11 次広島県交通安全計画」県民意見募集（パブリックコメント） 

〔令和３年４月 20 日～５月 19 日〕における意見及び対応 

 

【意見件数】７件（２人） 

【提出方法】電子メール２人  

No. 意見の内容  対応・考え方  該当頁  

１ 

紙屋町・八丁堀等の繁華な場所

の歩道では，歩行者の安全を確保

するため，自転車は手押しとする

必要があると思います。現在のと

ころ，通行者の多い歩道上の自転

車は街中での最大の脅威ではない

かと感じています。  

紙屋町から八丁堀にある通

称「広島本通商店街」には，

歩行者用道路規制（時間帯に

より自転車の通行禁止）を実

施し，規制時間帯に当該場所

を乗車する自転車に対して

は，自転車から降車して通行

するよう街頭指導を実施して

います。 

「(3) 自転車の安全利用

の推進」（p44）の自転車交通

ルール等の周知徹底等を推進

します。 

p44 

２ 

中区内の河川に沿った道路 (特

に平和大橋西詰～万代橋西詰 )で

は，平日の昼間は南行き方向に駐

車する車が多く，南方向に通行す

る車は反対車線を逆走するような

状況になるため，個別事象で恐縮

ですが，大変危険なので善処して

いただけないでしょうか。 

ご意見の場所については，

駐車取締の重点地域に指定し

ており，警察官や駐車監視員

による交通指導取締を実施し

ています。 

「13  総合的な駐車対策

の推進」（p31）及び「１ 交

通の指導取締の強化等」

（p65）を推進します。 

p31,65 

３ 

無事故・無違反の優良ドライバ

ーであるゴールド免許を取得して

いる人の免許更新は，交通利便性

の高い紙屋町・八丁堀や広島駅周

辺等の都心部に設置していただき

たい。  

とりわけ高齢者には，大いに歓

迎される取り組みになるのではな

いかと思います。 

 ご意見は，今後の業務運営

の参考にさせていただきま

す。 

― 

４ 

朝・夕のラッシュ時の事故多発

地帯・通学路での警察官の見守り，

注意喚起を強化してください。 

主要交差点や通学路，事故

多発地点等における交通監視

活動や交通指導取締を実施し

ています。 

「１ 生活道路等における

人優先の安全・安心な歩行空

間の整備」（p15～）の各項目

を推進します。 

p15 
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No. 意見の内容  対応・考え方  該当頁  

５ 

横断歩道や歩道の再整備 (白線

の書き直し)(歩道の確保・通学路の

確保)をしてください。 

「４ 交通安全施設等の整

備事業の推進」(p22)の各項

目を推進します。 

「（2） 通学路等における

交通安全の確保」(p16)に記

載のとおり，通学路等におけ

る交通安全の確保に向け，各

市町が策定した「通学路交通

安全プログラム」に基づき，

定期的に合同点検を実施し，

その結果を踏まえ，必要な対

策として歩道の整備や区画線

を含めた安全施設の整備を推

進します。  

p16,22 

６ 

高齢者・運転技術低下者への教

習と免許返納を催促してくださ

い。 

「(5) 高齢運転者対策の

充実 ウ 改正道路交通法の円

滑な施行及びオ 運転免許証

を返納しやすい環境の整備」

(p51)を推進します。  

p51 

７ 

免許返納に対しての公共交通機

関を確保してください。 

運転免許証を自主返納した

後も，通院や買い物など日常

生活を送る上で必要な移動が

できるよう，コミュニティバ

スやデマンドタクシーなどを

運行する市町を支援し，生活

交通の確保を図ります。 

p24 

 


